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法務少年支援センター 全国の相談窓口 青少年

理相談◎　少年鑑別所は、少年の健全育
成を担う法務省所管の国の機関
として、少年法施行以来、長き
にわたり、非行等のある少年た
ちと向き合ってきました。
　これまで私たちが培ってきた
専門的な知識や技術を活用して、
地域社会の非行・犯罪の防止に
貢献するため「法務少年支援セ
ンター」という名称で、地域の
相談機関の一つとして活動を行
っています。
　法務少年支援センター（少年鑑
別所）は、各都道府県庁所在地
など、全国52か所にあり、どこ
でも対応しています。全国共通
相談ダイヤル（０５７０－０８５
－０８５）から、最寄りの法務少
年支援センターにつながります。
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　このシンボルマークは、少年鑑別所が「地域
とともに、子どもたちの未来、可能性を育てて
いく」という意味を込めたもので、芽を育て、
花ひらくために、いろいろな要素を注ぐという
ことをイメージして、７色のしずくを降らせてい
ます。キャッチフレーズは、少年鑑別所が、地
域とつながり、連携を深めていくとともに、専
門的な知見を地域に還元しようとする姿勢を
示しています。

宮 崎 鹿児島

那 覇

法務省矯正局
法務少年支援センターホームページ
http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_k06-1.html

令和4年 4月作成

※１　法務少年支援センターは、各地の少年鑑別所内に設置されています。
※２　◎では、メールでの受付も行っています。
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相談を受ける職員 Ｑ＆Ａ
　大学や大学院で心理学を学ぶなどした専
門の職員が、御相談に応じます。 Ｑ　非行以外の悩みでも相談できま

すか。
Ａ　家庭、職場、学校のことなどで　法務少年支援センターでは、

御本人や御家族の方、学校の
先生、こども・若者の支援等
に当たっておられる方などか
らの心理相談に応じています。
未成年に限らず、成人の方の
相談もお受けします。
　お悩みのこと、お困りのこと
がありましたら、お気軽に、お
電話でお問い合わせください。

相談への対応
お困りのことについて、専門的知
識や技術を必要とするものについ
ても、御相談に応じています。

Ｑ　相談は、どのくらいの時間がか
かるものですか。
Ａ　一般的には、面接であれば50分

●他の専門的な機関を御紹介します。

相談の方法
程度、電話であれば30分程度です
が、御希望に合わせられますので、
御相談ください。　
　　また、１回だけでなく、相談を
継続することもできます。

　法務少年支援センターに来所いただくか、
お電話での相談にも応じています。
　まずは、お電話でお申し込みをいただき、
お越しになれる日時等についておうかがい
します。メールによる相談の受付を行って
いるところもあります。

主な相談内容 Ｑ　どのような心理検査があります
か。
Ａ　心理検査には、性格に関するも

相談料
　非行、犯罪行為、親子関係、職場や学校
などでのトラブル、交友関係など

　利用は無料です。
の、適性に関するものなど、様々
なものがあります。
　　御相談の内容に合わせて適当な
検査を行うことがありますが、そ
の必要があるかなどについては、
あらかじめお話し合いをしてから

相談の例

●お子さんの夜遊びが増え、悪い仲間と付
き合っているのではないかと心配するお
母さんからの相談
ちょっとしたことで気持ちがイライラし、
どうしたらいいか悩んでいた中学校２年
生からの相談

●
行います。

相談室

●お知りになりたいことや参考になるよう
な情報をお知らせします。
●お困りのことにアドバイスします。
●定期的にカウンセリングします。
●心理検査等を行うこともできます。

ははじじめめにに
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